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事案の概要

　本件は、発明の名称を「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」とする特許出願の拒絶査定に対する審
判請求（不服2016－7849号）について、補正却下の決定と共に明確性要件及び実施可能要件違反を理由に
請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、①補正（「撹拌羽」について、当初明細書等に記載の
ない寸法を追加することを含む）における新規事項の追加の有無、②明確性要件違反の有無、③実施可能
要件違反の有無である。

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品－「撹拌羽」の寸法を追記する補正について
新規事項追加とした判断の妥当性）［上］（全２回）

−平成29年（行ケ）第10216号、平成30年８月22日判決言渡−
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事件の骨組

１　本件の経緯
　平成23年２月28日　特許出願（特願2011－42737号）
　平成27年10月29日　�拒絶理由通知（３回目・最後－明確性要件・実施可能要件・サポート要件違反、

進歩性欠如）
明確性についての指摘事項（１）：『請求項１には、「常温で液状である油性成分」なる記載がなされ
ているが、「常温」とはいかなる温度が相当するのか、当該請求項における記載からは直ちに把握でき
ないため、油性成分にはどのようなものまでが含まれ、どのようなものからが含まれないことになる
のか、その範囲が明確でない。なお、本願明細書の発明の詳細な説明にも「常温」が何℃であるのか何
らその定義はない。（以下、略）』
同（４）：『請求項１には、　（中略）　撹拌羽の「左右方向の幅」がどの程度であるのか、何ら規定さ
れていない。　（中略）　支軸と羽との間隔（隙間）は、泡の形成（維持）を相当に左右するものである
ことは当業者の技術常識である。してみると、「撹拌直後の泡（ａ）の体積に対する撹拌後40分経過時
の泡（ｂ）の体積の比率ｂ／ａが0.7〜１の範囲内」となるための、撹拌羽の「左右方向の幅」の条件が
不明であるというべきである。』
　平成28年２月２日　意見書、手続補正書（審判請求時の補正（後記）と同じ内容）
　平成28年２月16日　補正の却下の決定（新規事項の追加）、拒絶査定

補正却下の理由：『補正前の請求項１における「常温で液状である油性成分」との記載が、「高級アル
コール及びシリコーン類を含む、常温（25℃）で液状である油性成分」との記載へと変更されたが、本
願明細書の発明の詳細な説明には「常温」が25℃であることの定義や説明は全くない。　（中略）　「常温」
は常に25℃であって、他の温度を意味することはないという技術常識の存在は何ら見出せない。　（中
略）　したがって、この補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事
項の範囲内においてしたものでない。』
（「撹拌羽」の寸法を追記する補正についての言及はなし）

　平成28年５月30日　審判請求（不服2016－7849号）、手続補正書（本件補正）
手続補正の内容：請求項１について、「常温」を「常温（25℃）」とすること、撹拌羽について「（撹
拌羽の左右方向の幅は、全幅58ｍｍ、支軸直径６ｍｍ、支軸と羽との間隔（隙間）16ｍｍ、羽の幅10
ｍｍである。）」と追記することを含む、下記の補正後請求項１とする補正等。
　平成28年６月16日　前置報告書

前置報告書の概要：（以下に引用のように、前記補正の却下の決定における判断を維持）
『（前略）　当初明細書に記載された「常温で液状である油性成分」に係る「常温」が、「25℃」だけを
意味していたと解することはできない。』
（「撹拌羽」の寸法を追記する補正についての言及はなし）

　平成29年５月12日　上申書（前置報告書に対する上申）
上申書の概要：「常温」を「常温（25℃）」とする補正を撤回し、「常温で液状である油性成分」を、出
願当初明細書の段落［0041］〜［0047］に液状の油性成分として例示されているものに限定する新たな
補正案を提示。
　平成29年10月11日　�審決（本件審判の請求は、成り立たない。（平成28年５月30日付けの手続補正を却

下する補正却下の決定を含む））
２　本件補正による請求項１の記載の補正（下線部が補正部分）
　【請求項１】
「アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤を含んで構成されると共に、


